
北海道医師会顧問税理士 留目 正

宿日直料、残業食事代等の税務

問い：当院では、看護士に宿直料X，０００円、
日直料Y，０００円を支給しています。また、従
業員が残業をする場合は食事を提供していま
す。その他、役職員を対象に昼食を提供し、
食事代の５０％相当額を徴収しています。以上
のことについて税務上の問題点、アドバイス
があればご教示下さい。

お答え：はじめのご質問ですが、宿日直料につい
ては、原則として４，０００円までの金額については
課税されません。
『宿直料または日直料は給与等に該当する。た

だし、次のいずれかに該当する宿直料または日直
料を除き、その支給の起因となった勤務１回につ
き支給される金額（宿直または日直の勤務をする
ことにより支給される金額）のうち、４，０００円
（宿直または日直の勤務をすることにより支給さ
れる食事がある場合には４，０００円からその食事の
価額を控除した残額）までの部分については課税
しないものとする。』（所基通２８－１）。
� 休日または夜間の留守番だけを行うために雇
用された者およびその場所に居住し、休日また
は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとし
て雇用された者に当該留守番に相当する勤務に
ついて支給される宿直料または日直料。

� 宿直または日直の勤務をその者の通常の勤務
時間内の勤務として行った者およびこれらの勤
務をしたことにより、代日休暇を与えられる者
に支給される宿直料および日直料。

� 宿直または日直の勤務をする者の通常の給与
等の額に比例した金額または当該給与等の額に
比例した金額に近似するように、当該給与等の
額の段階区分等に応じて定められた金額により
支給される宿直料または日直料。
なお、同一人が宿直と日直とを引き続き行った

場合は、通常の宿直と日直に相当する勤務時間を
経過するごとに宿直または日直を１回行ったとし
て２８－１のただし書きの取扱いが適用されます
（所基通２８－２）。
２番目の従業員の残業による食事代ですが、原

則として課税されません。『使用者が、残業または
宿直もしくは日直をした者（その者の通常の勤務
時間外における勤務としてこれらの勤務を行った
者に限る。）に対し、これらの勤務をすることに
より支給する食事については課税しなくて差し支
えない。（所基通３６－２４、平１１課所４－２５改正）。
３番目の役職員を対象に昼食を提供し、その食

事代の５０％相当額を徴収しているとのことです
が、その食事代の５０％相当額を徴収していれば、
原則として問題はありません。
ただし、その食事の価額からその実際の徴収し

ている対価の額を控除した残額が消費税抜きで、
月額３，５００円を超える場合はその超える部分につ
いては給与所得として課税されます。
なお、徴収している食事の対価がその食事の価

額の５０％未満である場合には、その食事の価額か
らその食事の対価として徴収している金額を控除
した残額が給与所得として課税されます。
徴収している食事の対価はその食事の価額の

５０％以上ですが、その食事の価額からその実際に
徴収している対価の額を控除した額が月額３，５００
円を超える場合には、その食事の価額からその実
際に徴収している対価の額を控除した残額が給与
所得として課税されます（所基通３６－３８の２）。
食事の評価（所基通３６－３８）
役職員に支給する食事の評価は、次のように計

算します。
� 使用者が調理して支給する食事…その食事の
材料等に要する直接費の額に相当する額。

� 使用者が購入して支給する食事…その食事の
購入価額に相当する金額。
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